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～～ 狩猟免許取得のご案内 ～～ 
 

大事な農作物を荒らすイノシシ、サル、ハクビシン等の有害鳥獣を捕るには狩猟免許が必要です。許可なく捕獲すると法律で罰せられま

す。 

狩猟免許を取得すると有害鳥獣駆除としてオリ（箱ワナ等）を自分で設置ができ、大切な農作物の被害を防ぐことができます。 

今年度最後の講習会、試験の日程は次のとおりです。 

 

 

◇ ２１年度初心者狩猟免許講習会 ◇ 

開催日時場所 平成２１年９月１８日（金） 午前８：３０～１７：００頃 木曽合同庁舎 

        平成２１年９月１９日（土） 午前８：３０～１７：００頃 松本合同庁舎 

申込期間   平成２１年８月２４日（月）～９月４日（金） 

対象者    長野県内に住所があり、狩猟免許を取得したい方又は種別の異なる免許を取得したい方。（ただし、２０歳未満の方は受験

できません。） 

受講内容   鳥獣保護及狩猟に関する法令及び鳥獣の保護管理、鳥獣の判別、猟具の取り扱い 

受講料    2,340円（テキスト代のみ） 

 

 

◇ ２１年度初心者狩猟免許試験 ◇ 

開催日時場所 平成２１年９月２７日（日） 午前８：３０～１７：００ 松本合同庁舎 

申込期間   平成２１年８月２４日（月）～９月４日（金） 

対象者    長野県内に住所があり、狩猟免許を取得したい方又は種別の異なる免許を取得したい方。（ただし、２０歳未満の方は受験

できません。） 

試験内容   適正試験、技能試験、知識試験 

受検手数料  5,２00円（既に免許を所持しており、更に他の免許を受験する方は3,900円） 

提出書類   ・狩猟免許申請書 

・写真（縦3.0センチ×横2.4センチ） 

・狩猟免許用医師の診断書 

 

 

※「講習会」を受講すると「試験」の傾向と対策がバッチリです☆ 

 

狩猟免許取得のお問合わせ、申し込みは王滝村役場 産業課 林業係まで 

役役場場だだよよりり８８月号       

発行：王滝村役場住民課 
tel 0264-48-2001 

fax 0264-48-2172 

mail  otakivil@vill.otaki.nagano.jp 

http www.vill.otaki.nagano.jp  

 

 

◆『長寿を祝う会』の 開催について 

  多年にわたり、社会並びに村に貢献してこられた高齢者の皆さんに敬意をあらわすとともに、その長寿をお祝いし楽しい1日

を過ごしていただくために『長寿を祝う会』を下記の日程で開催いたします。 

 今年も、長寿を祝う会実行委員会と村との共催により行います。 

子どもたちによる太鼓の演奏や大正琴・日本舞踊なども披露される予定です。ごゆっくりとお楽しみください。 

  なお、昨年と同様、参加費を集めさせていただきますので、当日ご持参くださいますようお願いいたします。 

対象となられる方には、後日、出欠席と送迎希望の確認をとらせていただきます。また、送迎を希望された方には、当日の送

迎予定表をお配りしますので、最寄の場所でご乗車ください。 

 

   と き  平成21年10月3日（土） 

         ・式典 午前11時～ 

         ・祝宴 午前12時～ 

ところ  村公民館 

 参加費  ３００円 

   対象者  80歳以上の方 

        （本年中に到達される方も含みます。） 



 
 

７月１４日に元気度測定会を実施しました。 

・運動機能（握力、開眼片足立ち、５ｍ歩行等）の測定 

・血圧測定・栄養相談・健康相談 

・口腔衛生相談（歯科医師が歯科相談をしました。残念ながら口腔モニターは少数の方しか見ることができませんでした。） 

 

 

【申し込み】 ５３人 

【参加人数】 ４８人 

   【参加率】  90.6％ 

【75歳以上の人口の参加率】 24.7％ 

 

 

＊自分の身体を知る機会になりましたでしょうか？ 

大部分の方が自分の結果を見て、よい・まあよいと答えていました。良かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    王滝村役場は          王滝村保健センターは 

日付 教室名 時間 場所 

８月 １２日（水) ４カ月児健診 13：40～14：00 木曽町保健センター 

１８日（火） 脳元気教室 9：30～11：30 

王滝村保健センター 

２１日（金） 定期健康相談日 10：00～11：30 

   ２５日（火) 健康教室 13：30～15：00 

   ２６日（水) 体操せまい会 10：00～11：30 

９月  ２日（水) 脳元気教室 9：30～11：30 

    ４日（金） 熟年教室 13：00～14：30 

    ６日（日） 福祉・健康のつどい 9：00～16：00 王滝村保健福祉センター 

 ９日（水） ４カ月児健診 13：40～14：00 木曽町保健センター 

１４日（月） 予防接種(乳幼児) 13：30～13：45 王滝村診療所 

＊ 都合により日程が変更になることがありますのでご了承下さい。 

 75歳以上の人の 3人に 1人弱
の方が参加してくれました。

ありがとうございました。 
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【建物内に喫煙場所あり】非喫煙場所にたばこの煙やにおいが流入することがある

【建物内に喫煙場所あり】非喫煙場所にたばこの煙やにおいが流入しない

【施設内禁煙】建物の外に喫煙場所があり、入り口からたばこの煙やにおいが流入することがあり

【施設内禁煙】建物の外に喫煙場所があるが、入り口からたばこの煙やにおいは流入しない

【施設内禁煙】建物の外（屋上や屋外等）に喫煙場所は設けていない

【敷地内禁煙】

県内の市町村施設における受動喫煙防止対策状況 

5月31日～6月6日 禁煙週間の実施結果 

 

非喫煙場所にたばこの煙やにおいの流入がある

状況は、分煙をしているとは言えません。 

喫煙場所の空気を直接屋外に廃棄する方法の推

進、喫煙場所を建物から十分に離す、全面禁煙とす

るなどの対策をとる必要があります。 

＊住基カードの無料交付を行っています＊  

 
 平成２０年４月１日から平成２３年３月３１日まで

の３年間住基カードの交付手数料が無料となっていま

す。（※ただし、新規交付希望者のみ。）  
 「写真付き住基カード」と「写真なし住基カード」

があります。  
特に写真つき住基カードは、運転免許証などと同様に、

公的な身分証明書としてもご利用できます。  
 また、住基カードを取得することにより、「ｅ－Tax」
（インターネットを利用した国税申告など）を利用す

るときに必要となる電子証明書の発行を受けることが

できます（電子証明は５００円です）。  
  
 手続きに必要なものは 
 ・印鑑 ・身分証明書 ・写真（写真付きの場合）

ｻｲｽﾞ縦 4.5cm×横 3.5cm 
 （※写真がお手元にない場合は、役場窓口でも撮影

できますのでお申出ください。）  
 


